
小中一貫教育に関する資料 
岡山県教育庁義務教育課 

 

１ 小中一貫教育について 

（１）小中連携教育から小中一貫教育への経緯 

これまで、中学校入学後、新しい環境での学習や生活に不適応を起こす、いわゆる

「中１ギャップ」の解消に向けた対応のため、小学校から中学校への円滑な接続を図

ることを目指し、小学校と中学校との連携「小中連携教育」が進められてきた。 

小中連携教育を発展させ、小学校と中学校が別々の組織として設置されていたこと

に起因していた様々な課題の解消を目的に、教育主体・教育活動・学校マネジメント

の一貫性を確保した取組を容易にし、全ての教職員が義務教育９年間に責任を持って

教育活動を行う小中一貫教育の取組を継続的・安定的に実施する制度的基盤を整備す

るに当たり、平成２７年６月、学校教育法等関係する法律が改正され、平成２８年度

から小中一貫教育が制度化された。 

 

（２）小中一貫教育 

  小学校と中学校が目指す子供像を共有し、９年間を通じた教育課程を編成して、系

統的な教育を行う。 

 〈取組例〉 

  ・系統性を重視した学習カリキュラム 

・学習面や生活面におけるルールの統一 

  ・中学校教員による小学校での乗り入れ授業 

  ・学校行事等の合同実施や相互参加 

・地域行事への合同参加 

 

（３）小中一貫教育の位置付け 

  小中連携教育を発展させた小中一貫教育には、義務教育学校と小中一貫型小中学校

があり、小中一貫型小中学校には、さらに併設型小中学校と連携型小中学校がある。 

 

小中連携教育 
小・中学校段階の教員が互いに情報交換や交流を行うことを通じて、小学校教育から

中学校教育への円滑な接続を目指す 

       

 
小中一貫教育 

小中連携教育のうち、小・中学校段階の教員が目指す子供像を共有し、９年間を通

じた教育課程を編成し、系統的な教育を目指す 

         

  ①義務教育学校  小中一貫型小学校・中学校 

  ・一つの学校   ・組織上独立した小学校及び中学校が一貫した教育を施す  

  ・一人の校長   ・それぞれの学校に校長、教職員組織  

  ・一つの教員組織   ②併設型小学校・中学校  ③連携型小学校・中学校  

     ・同一の設置者  ・異なる設置者  

  ◎市町村の条例に明記   ◎市町村教育委員会の規則に明記  

 ◎平成２８年度から制度化    

参考：小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引／文部科学省 

 

 



渡り廊下 

（４）小中一貫教育の制度化における３類型（施設の一体・分離を問わず設置可能） 

  ①義務教育学校 

   ・修業年限９年（前期課程６年、後期課程３年） 

   ・校長は１人（副校長１人を配置） 

   ・教員は原則として小・中免許を併有（当面は併有していなくても勤務可能） 

   ※○○学園など、義務教育学校以外の名称を用いることも可能 

  【設置イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②併設型小学校・中学校 

   ・小・中学校が同じ設置者 

   ・修業年限は小・中学校と同じ 

   ・校長は各学校に１人 

   ・教員は各学校に対応した免許を保有 

   ※一貫教育にふさわしい運営体制の整備が要件 

  【設置イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③連携型小学校・中学校 

 ・小・中学校が異なる設置者 

   ・修業年限は小・中学校と同じ 

   ・校長は各学校に１人 

   ・教員は各学校に対応した免許を保有 

   ※併設型小・中学校を参考に適切な運営体制を整備すること 

  【設置イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○市立△△義務教育学校 

 

 

施設一体型 施設分離型 

○○市立 

◇◇義務教育学校 

□□校舎 

○○市立 

◇◇義務教育学校 

▽▽校舎 

○○町立◇◇小学校 ○○町立◇◇中学校 

施設一体型 

※渡り廊下等で校舎をつないでいる 
○○町立△▽小学校 ○○町立◇□小学校 

施設分離型 

○○町立 

◇△中学校 

○△市立○○小学校 

施設分離型 

○△市立△△小学校 □□町立□□小学校 

○△□□組合立 

◇◇中学校 



（５）施設形態の分類 

  ① 施設一体型 

    小学校と中学校の校舎の全部または一部が一体的に設置されている。 

    小学校と中学校の校舎が渡り廊下などでつながっているものも含む。 

 

  ② 施設隣接型 

    小学校と中学校の校舎が同一敷地又は隣接する敷地に別々に設置されている。 

 

  ③ 施設分離型 

    小学校と中学校の校舎が隣接していない異なる敷地に別々に設置されている。 

 

（６）小中一貫教育の制度化による特例 

小中一貫教育では、これまで事前に文部科学大臣が認めた学校のみで可能であった 

教育課程の特例が、設置者の判断によりできるようになる。 

 

①教育課程の特例「独自教科の設定」 

「ふるさと科」や「英語科」など、小中一貫教育の軸となる独自教科を設置者の 

判断で設定できる。 

 

 ②教育課程の特例「指導内容の入替え・移行」 

   ・小学校段階の指導内容の中学校への後送り、中学校段階の指導内容の小学校への 

前倒し、また、小・中学校各段階における学年間の指導内容の後送り、前倒しが 

可能である。 

 

  ③教育課程の特例に係る教科書給与 

    「義務教育学校並びに併設型小学校・中学校の教育課程の特例告示」による 

 

  ④教育課程の編成に当たっての必須条件 

・９年間の計画的かつ継続的な教育を施すものであること 

・学習指導要領の内容事項が教育課程全体を通じて適切に取り扱われていること 

・内容事項の指導のために必要となる標準的な総授業時数が教育課程全体を通じ 

て、適切に確保されていること 

   ・児童生徒の発達段階や教科等の特性に応じた内容の系統及び体系に配慮がなさ 

れていること 

   ・保護者の経済的負担への配慮等、義務教育における機会均等の観点からの適切 

な配慮がなされていること 

   ・児童又は生徒の転出入に対する配慮等の教育上必要な配慮がなされていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料 小中一貫教育の制度化における３類型 

 

義務教育学校 

小中一貫型小学校・中学校 

中学校併設型小学校 

小学校併設型中学校 

中学校連携型小学校 

小学校連携型中学校 

設 置 者 ― 同一の設置者 異なる設置者 

修 業 年 限 ９年 小学校６年、中学校３年 

組織・運営 一人の校長 

一つの教職員組織 

それぞれの学校に校長、教職員組織 

 

小学校と中学校における教育を一貫

して施すためにふさわしい運営の仕

組みを整えることが要件 

〈例〉 

① 関係校を一体的にマネジメントす

る組織を設け、学校間の総合調整を

担う校長を定め、必要な権限を教育

委員会から委任する 

② 学校運営協議会を関係校に合同で

設置し、一体的な教育課程の編成に

関する基本的な方針を承認する手

続を明確にする 

③ 一体的なマネジメントを可能と

する観点から、小学校と中学校の管

理職を含め全教職員を併任させる 

中学校併設型小学校と

小学校併設型中学校を

参考に、適切な運営体制

を整備すること 

免   許 

原則小学校・中学校の 

両免許状を併有 

※当分の間は小学校免 

許状で前期課程、中 

学校免許状で後期課 

程の指導が可能 

所属する学校の免許状を保有していること 

教 育 課 程 

・９年間の教育目標の設定 

・９年間の系統性・体系性に配慮がなされている教育課程の編成 

・一貫教育に必要な独自教科の設定を行うことが可能 

・５－４、４－３－２など、６－３以外の区切りを設定することが可能 

教 育 

課程の 

特 例 

一貫教育に必

要な独自教科 
○ ○ ○ 

指導内容の入

替え・移行 
○ ○ × 

施 設 形 態 施設一体型 ・ 施設隣接型 ・ 施設分離型 

設 置 基 準 

前期課程は小学校設置

基準、後期課程は中学校

設置基準を準用 

小学校には小学校設置基準、中学校には中学校設置基準を適用 

標 準 規 模 
１８学級以上２７学級

以下 
小学校、中学校それぞれ１２学級以上１８学級以下 

通 学 距 離 おおむね６km以内 小学校はおおむね４km以内、中学校はおおむね６km以内 

設置手続き 市町村の条例 

町村教育委員会の規則等 

※規則等とは私立学校等を含んでいるための記述 

 公立学校は、教育委員会の規則に位置付けることが必要 

出典：小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引／文部科学省 



資料 教育課程の特例：指導内容の入れ替え・移行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引／文部科学省 
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